
徳島県・（公社）徳島県建築士会からのお知らせ

登録されている木造住宅「耐震診断員」「耐震改修施工者等」の有効期限が今年度末の
方で更新を希望される場合は、この「更新」講習会を受講してください。

また同日、「耐震改修施工者等」のうち、スキルが高く意欲のある方を「木造住宅耐震
改修施工エキスパート」（通称：耐震エキスパート）として認定する考査を実施します。
なお、認定された方を広く周知するため、認定者を公表する予定としております。
※「エキスパート認定講習会」を受講し考査に合格する必要があります。

「耐震改修施工者等」の有効期限に関わらず「耐震改修施工エキスパート」の認定に興
味がある方は、「更新」講習会及び「エキスパート認定講習会」を受講ください。

令和７年度

木造住宅耐震技術者『更新』講習会
木造住宅耐震改修施工エキスパート認定講習会

受講料
無 料

建築士会ＣＰＤ
2単位取得可能

●開催日
①令和8年1月20日（火）
②令和8年1月26日（月）

●時間
9:30~12:05 耐震技術者更新講習会
13:00~14:30 エキスパート認定講習会
※9:00受付開始
※エキスパート認定講習会を受講される方は、
耐震技術者更新講習会の受講も必要です。

※エキスパート認定講習会を受講される方は、
必ず裏面をご確認ください。

●会場
徳島県建設センター ７階 大会議室
徳島市富田浜２丁目１０

●定員
各100名

●準備物
・2022徳島県木造住宅耐震化促進事業
マニュアル 2,500円（税込）

・延期・中止させていただく場合には、県HPや
建築士会HPにてお知らせいたしますのでご注
意ください。（原則、個別連絡はいたしません。）

★日時・会場 ★講習会プログラム

★申込方法

裏面の申込書に必要事項を記入し、郵送、ファクシミリ、または申込WEBフォームで
お申し込みください。

●送付先・お問い合わせ
〒770-0931
徳島市富田浜2丁目10（建設センター5階） 公益社団法人 徳島県建築士会
電話：088-653-7570（平日 13:00～16:00）
FAX：088-624-1710
申込WEBフォーム：https://forms.gle/Fuhf3mzP3k3WgjVt8

受付期間：各回１週間前まで（必着）

9:35 木造住宅耐震化促進事業の概要（10分）

9:45 改修工事の実例とそのポイント１（40分）

10:25 改修工事の実例とそのポイント２（40分）

11:15 改修事業のポイント（40分）

11:55 更新登録手続の説明（10分）

12:05 昼休憩（55分）

13:00 エキスパート認定制度の概要（10分）

13:20 考査（60分）

14:20 今後の予定及び手続き等の説明（10分）

●耐震技術者更新講習会（9:30～12:05）

●エキスパート認定講習会（13:00～14:30）

※マニュアルは講習会参加に必須です。
※マニュアル本は、当日、会場で販売いたします。
（現金のみ）

※マニュアル本等は、徳島県のHPからダウンロードも
可能です。

申込WEBフォーム



「木造住宅耐震技術者」を更新し、かつ
「木造住宅耐震改修施工エキスパート認定講習会」を受講される方へ

建築士または建築施工管理技士の資格を有する者は、試験実施のみ有資格者

建築士または建築施工管理技士の資格を有しない者は、

建築工事に携わった実務経験３年以上かつ試験実施。

無資格者

■資格要件

※建築士、施工管理技士の資格については木造・１級・２級問わない。

■提出書類
木造住宅耐震改修施工エキスパートの認定の申請の際には、申請書と以下の添付書類が
必要です。

建築士または施工管理技士の免許証の写し有資格者

実務経歴書

※徳島県のHPよりダウンロードし、作成してください。

無資格者

連絡先
(電話番号)

勤務先
氏
名

□ ②1/26（月）□ ①1/20（火）参加希望日

□更新講習会
＋エキスパート認定講習会

□更新講習会のみ受講いずれかを選択してください

□マニュアル本(2500円)□ 受講のみ(無料)いずれかを選択してください

★令和７年度 木造住宅耐震技術者『更新』講習会・木造住宅耐震改修施工エキスパート認定講習会申込書★

※ご記入いただいた情報は，徳島県建築士会からの連絡及び受付簿の作成のみに使用いたします。
※連絡先は、携帯電話など日中連絡がつく番号を記入してください。

「木造住宅耐震技術者」の更新のみの方へ

①午前の「更新講習会」の受講後、更新申請書を提出してください。

①～③が必要です。
①午前の「更新講習会」の受講後、更新申請書を提出してください。
②午後の「エキスパート講習会」を受講し、考査を受験してください。
③後日合否をお知らせしますので、合格した場合は、認定申請書を提出してください。

※「耐震改修エキスパート」の認定には要件がありますので、必ず事前にご確認ください。

「木造住宅耐震技術者」の有効期限に関わらず講習会を受講することが可能です


